
　保護者が仕事などの理由により日中家にいない家庭の児童（小学1年生から6年生）を
お預かりし、放課後における生活の場を提供します。
　令和５年度に児童クラブの利用を希望される児童の保護者の方は、申込資格をご確認
の上、必ず期限内にお申し込みください。

　インターネットの書き込みにより、誹謗中傷などの被害にあわれた場合における相談窓口の案内図
です。ひとりで悩まず、ご自身の希望に添った相談窓口にお問い合わせください。

インターネット上の誹謗中傷に関する相談窓口のご案内

申し込み・問い合わせ先　◦大林児童館（32）0154　◦東原児童館（32）5769

児童クラブ登録児童募集児童クラブ登録児童募集
令和5年度

●
定　
員

　
大
林
児
童
館　

２
９
０
名

　
東
原
児
童
館　
１
５
０
名

※
長
期
休
み（
夏
休
み
な
ど
）の
み
ご
利
用

の
方
も
、
こ
の
期
間
内
で
申
し
込
み
を

お
願
い
し
ま
す
。

●
利
用
で
き
る
時
間

◦
通
常

　

月
～
金
曜
日（
祝
祭
日
を
除
く
）は
、

下
校
時
か
ら
午
後
６
時
30
分
ま
で

土
曜
日
は
、
午
前
８
時
か
ら
午
後
６
時

ま
で

◦
長
期
休
み
等

　

夏
・
冬
・
春
休
み
お
よ
び
振
替
休
校

日
は
、
午
前
８
時
か
ら
午
後
６
時
30
分

ま
で

●
負
担
金

◦
年
額　
　

２
，０
０
０
円

◦
土
曜
日　
１
回
５
０
０
円

◦
間
食
費
お
よ
び
個
々
の
児
童
が
必
要
と

す
る
教
材
費
、
行
事
参
加
費
等
は
実
費

と
な
り
ま
す
。

※
な
お
、
負
担
金
に
つ
き
ま
し
て
は
、
申

し
込
ま
れ
た
方
全
員
が
対
象
と
な
り
ま

す
。

※
児
童
ク
ラ
ブ
に
登
録
し
な
い
場
合
は
、

一
度
家
に
帰
っ
て
か
ら
一
般
来
館
で
ご

利
用
で
き
ま
す
。

●
申
込
資
格

①
保
護
者
が
児
童
と
離
れ
て
毎
月
半
数
以

上
、
毎
日
４
時
間
以
上
家
事
以
外
の
仕

事
を
し
て
い
る
場
合

②
保
護
者
が
病
気
、
負
傷
、
心
身
に
障
が

い
を
有
す
る
場
合

③
保
護
者
が
出
産
の
前
後（
原
則
と
し
て

産
前
２
カ
月
・
産
後
３
カ
月
間
）で
あ

る
場
合

④
保
護
者
が
長
期
に
わ
た
る
病
人
、
ま
た

は
心
身
に
障
が
い
を
有
す
る
同
居
の
親

族
を
常
時
介
護
し
て
い
る
場
合

⑤
家
庭
に
火
災
や
風
水
害
な
ど
の
災
害
が

あ
っ
た
場
合

※
①
か
ら
⑤
ま
で
に
該
当
し
な
い
場
合
は
、

加
入
申
込
書
を
提
出
さ
れ
て
も
児
童
ク

ラ
ブ
で
お
預
か
り
で
き
ま
せ
ん
。

●
申
込
期
間

　

10
月
12
日（
水
）～
31
日（
月
）

　
午
前
10
時
～
午
後
6
時

　
（
土
・
日
曜
日
・
祝
日
を
除
く
）

　
●
申
込
方
法

　

10
月
３
日（
月
）か
ら
大
林
児
童
館
・

東
原
児
童
館
お
よ
び
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

申
込
書
を
用
意
し
ま
す
。
申
込
期
間
中
に

各
児
童
館
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

毎
年
小
学
校
へ
の
お
問
い
合
わ

せ
が
あ
り
ま
す
が
、
窓
口
は
大
林

児
童
館
・
東
原
児
童
館
で
す
。

児童クラブとは？児童クラブとは？

インターネット上の誹謗中傷に関してお困りの方へ

問い合わせ先　・総務課情報防災係（32）3111　・教育委員会学校教育係（32）9100

長野県教育委員会などでも相談を受け付けています。

困ったときの相談窓口
な  や  み  い おう

・学校生活相談センター　　 ０１２０-０-７８３１０	 （24	時間	無料電話）	
・長野県子ども支援センター ０８００-８００－８０３５	（子ども専用	無料電話）
	 　月～土	10：00～18：00		

秘密は守ります。
なやみを抱えず

相談してください！ 

児 童 ・ 保 護 者 の 方 へ

◎悩みや不安を抱えて困っている方に対して、気軽に相談できる窓口を紹介して
　います。電話、メール、チャット、 SNSなど、様々な方法による相談が可能です。

インターネットの書き込みにより、誹謗中傷などの被害にあわれた場合

悩みや不安を聞いてほしい解決策について相談したい

・解決策がわからない
・書き込みを削除したい

・身の危険を感じる
・犯人を処罰してほしい

・まずアドバイスがほしい
・自分で迅速に削除依頼したい

・自分で削除依頼できない
・自分の代わりに削除要請してほしい

書き込んだ人に
賠償等を求めたい

「まもろうよ こころ」（厚生労働省）
https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro

弁護士に相談
または 法テラス

https://www.houterasu.or.jp

最寄りの警察署や都道府県警察
本部のサイバー犯罪相談窓口

https://www.npa.go.jp/cyber/soudan.html

ネットトラブルの
専門家に相談したい

人権問題の専門機関に
相談したい

国の機関に
相談したい

民間機関に
相談したい

「誹謗中傷ホットライン」

プロバイダへの連絡

（セーファーインターネット協会）

https://www.
saferinternet.
or.jp/bullying

◎インターネット上の誹謗中傷について、連絡
を受け付け、一定の基準に該当すると判断
したものについては、国内外のプロバイダ
に各社の利用規約等に沿った対応を促す連
絡を行います。

◎インターネット企業有志によって運営され
るセーファーインターネット協会（SIA）が運
営しています。
◎インターネットで連絡を受付し、やりとりは
メールで行います。

※プロバイダへの連絡を行わない場合もあります

「人権相談」

削除要請・助言

（法務省）

https://www.jinken.go.jp
「みんなの人権110番」
0570-003-110

◎相談者自身で行う削除依頼
の方法などの助言に加え、
法務局が事案に応じてプロバイダ等に対す
る削除要請を行います。
◎削除要請は、専門的知見を有する法務局が
違法性を判断した上で行います。
◎全国の法務局における面談のほか、電話や
インターネットでも相談を行います（外国語
にも対応）。

※違法性の判断に時間を要する場合があります

「違法・有害情報相談センター」
（総務省）

https://www.
ihaho.jp

◎相談者自身で行う削除依頼の方法などを迅
速にアドバイスします。
◎インターネットに関する技術や制度等の専
門知識や経験を有する相談員が対応
◎人権侵害に限らず、さまざまな事案に対して
幅広なアドバイスが可能
◎インターネットで相談の受付や相談のやり
とりを行います。

※削除要請ではなくアドバイスを行う相談窓口です

迅速な助言
人権イメージキャラクター

人KENまもる君
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